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【ＦＩ】
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【誤訳訂正書】
【提出日】平成23年1月11日(2011.1.11)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
穿刺傷を形成するために、穿刺傷形成駆動部（１８）によって穿刺傷形成方向に高速で動
かされるランセット（６）によって体液試料を採取するための穿刺傷形成システムであっ
て、
穿刺傷形成時に患者の身体に侵入する前記ランセット（６）によって形成される穿刺傷の
深さを調節するための調節部（１２）を有する穿刺傷形成システムにおいて、
前記調節部（１２）は、前記穿刺傷形成方向に直交する方向に動くことができるとともに
、穿刺傷形成時に患者の身体に対向する下面（１１ｂ）と、穿刺傷形成時には前記ランセ
ット（６）に連結される限界停止部（１０）が当接する限界停止面が形成された上面（１
１ａ）とを備えた制限部材（１１）を有し、
さらに、前記制限部材（１１）の、前記限界停止面から前記下面（１１ｂ）までの前記穿
刺傷形成方向の長さが、前記制限部材（１１）を前記穿刺傷形成方向に直交する方向に動
かすことによって穿刺傷形成時に前記制限部材（１１）の前記下面（１１ｂ）から突出す
る前記ランセット（６）の先端の長さを調節することができるように、前記穿刺傷形成方
向に直交する方向で異なっており、かつ、前記制限部材（１１）が、前記穿刺傷形成方向
にバネの付勢力によって動くことができることを特徴とする穿刺傷形成システム。
【請求項２】
前記限界停止面は、前記下面（１１ｂ）に対してある傾斜角をなすように延在することを
特徴とする請求項１記載の穿刺傷形成システム。
【請求項３】
前記制限部材（１１）は、穿刺傷形成時に前記ランセット（６）が挿通する間隙（１４）
を有することを特徴とする請求項１または２記載の穿刺傷形成システム。
【請求項４】
前記制限部材（１１）は、前記穿刺傷形成方向に直交する方向に延在して、前記制限部材
（１１）を支承する延長部（１６）を有することを特徴とする請求項１～３のいずれか１
項に記載の穿刺傷形成システム。
【請求項５】
前記制限部材（１１）の前記下面（１１ｂ）は、穿刺傷形成時に限られた時間だけ患者の
身体に接触することを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載の穿刺傷形成システ
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【請求項６】
前記穿刺傷形成駆動部（１８）は、前記ランセット（６）が停止するときに圧縮される補
償バネ（８）を介して穿刺傷形成時には前記ランセット（６）に連結されることを特徴と
する請求項１～５のいずれか１項に記載の穿刺傷形成システム。
【請求項７】
穿刺傷形成時に患者の身体に対向する下面（１１ｂ）と、穿刺傷形成時には前記ランセッ
ト（６）に連結される限界停止部（１０）に当接する限界停止面を構成する上面（１１ａ
）とを備えた制限部材（１１）を有し、
さらに、前記限界停止面は、前記下面（１１ｂ）に対してある傾斜角をなすように延在し
、かつ、前記制限部材（１１）が、前記穿刺傷形成方向にバネの付勢力によって動くこと
ができることを特徴とする複数のランセット（６）が格納された穿刺傷形成システム用ラ
ンセットカートリッジ。
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